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〈次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画（概要版）〉
１　次世代育成支援対策推進法とは？

（１）急速な少子化の進行を踏まえ，次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ，かつ，育成される環境の整備を図るため，次世代育成支援対策について，基本理念を定めたものです。
（２）本法により「特定事業主行動計画」（地方公共団体等が主に職員に対して策定する子育て支援計画）を策定することが定められており，平成17年度に策定した現計画は，平成21年度に計画期間が終了となることから，本計画は平成22年度から平成26年度までに実施するものです。
２　「宇都宮市職員楽しい子育て応援計画」の内容
（１）計画期間
平成22年度から平成26年度の5ヵ年
（２）計画の項目

本行動計画は９つの内容により構成されています。（詳細は別紙の計画をご覧ください。）


（３）数値目標
本計画では，次世育成支援対策に向けた各取組みの進捗状況を，客観的に把握するために，２つの数値目標を設定しています。
ア　育児休業等・育児に関する特別休暇等の取得率（達成目標年度：平成２６年度）

男性，女性ともに１００％
· 育児休業等・育児に関する特別休暇等

　育児休業，部分休業，育児時間休暇，男性職員の育児参加休暇，妻の出産休暇
イ　職員一人あたりの年次休暇の平均取得日数（達成目標年度：平成２６年度）
　15日
（４）　計画の推進体制

ア　次世代育成支援対策は，各執行機関等において事業を推進します。

イ　年度毎に，本計画の実施状況について，ホームページ等に公表します。



② 子どもの出生時における父親の休暇の取得の促進








④ 超過勤務の縮減





⑤ 年次休暇の取得の促進








⑥ 職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組み
































⑦ 庁舎内託児所設置に関する検討











⑧ 子どもとふれあう機会の充実





１　職員の勤務環境に関するもの





① 妊娠中及び出産時における配慮

















③ 育児休業等を取得しやすい環境の整備





職員が子育てしやすい職場環境の醸成





２　その他の次世代育成対策に関するもの





⑨ 職員の家庭における教育力の向上
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